
沖縄県サービス付き高齢者向け住宅事業の登録基準（法定基準への付加） 
 

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第７条（登

録の基準等）の規定及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行

規則（以下「共同省令」という。）第８条から第 11 条までの規定、関係政省令等に定めるものの

他、共同省令第 15条により、沖縄県独自の基準を以下のとおり定める。 

 

(規模の基準等) 

第１ 共同省令第８条括弧書きの規定による各居住部分の床面積が18㎡以上25㎡未満である

場合の「居間、食堂、台所その他居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため

十分な面積を有する場合」は次のとおりとする。 

（１）サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分の床面積の基準を 25 ㎡未満に緩和する場合

には、共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と 25 ㎡の差の合計を上回るこ

ととする。 

（２）共同利用部分には、共用階段、共用廊下、管理用倉庫、エレベーター及びエレベーター

ホール、並びに特定の者が利用する部分（管理人室、食事提供サービスを実施するための

厨房等）、及び通所介護事業所等の併設施設は含まない。 

 

 

(構造及び設備の基準等) 

第２-１ 各居住部分に台所を設ける場合には、調理設備（コンロ、シンク及び調理台）を備え

ることとする。 

第２-２ 共同省令第９条ただし書きの規定による「共用部分に共同して利用するため適切な

台所、収納設備または浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居

住環境が確保される場合」の基準は次のとおりとする。 

（１）共同利用の台所は、次の基準を満たすものとする。 

  ① 台所を備えていない住戸のある階ごとに、入居者が共同利用できる調理設備（コンロ、

シンク及び調理台を備えたもの）を１以上備えているものとする。 

  ② 要件①における台所は、事業者が食事の提供サービスを行うための台所は含めないも

のとする。 

（２）共同利用の収納設備は、次の基準を満たすものとする。 

  ① 入居者専用の収納設備として設けること。 

  ② 収納設備を設けていない居住部分がある階ごとに、収納を備えていない居住部分の数

と同数以上の施錠可能な個別の収納設備を備えているものとする。 

 



 

（３）共同利用の浴室は、次の基準を満たすものとする。 

  ① 浴室を備えていない住戸のある階ごとに、浴室を備えていない住戸の数の１～10戸に

つき１以上の介助を考慮した広さの浴室（以下「個別浴室」という。）を備えること。た

だし、建物内にエレベーターが設置されており、他の階の浴室に自由に行き来し使用で

きる場合においては、浴室を備えていない住戸のある階ごとに浴室を備えることを要し

ない。 

  ② 個別浴室に替えて、入居者が複数で同時に利用が可能な浴室を設ける場合は、要件①

の個別浴室の数の要件を満たす洗い場数（カラン数）を備えること。 

 

(状況把握サービス及び生活相談サービスの基準等) 

第３ 生活相談サービスは、入居者からの相談に対して適切な助言等の対応ができるよう、行

政機関との連携や地域資源等の情報収集に努めること。また、把握した入居者の状況につ

いては、その内容を記録しておくこと。 

 

(その他の基準) 

第４ サービス付き高齢者向け住宅は、次の基準を満たすものとする。 

（１）サービス付き高齢者向け住宅の入居者と併設施設の利用者の動線が重ならないようにす

ること。ただし、住宅の運営上、支障のない場合はこの限りではない。また、既存の建物

の改良によりサービス付き高齢者向け住宅を設ける場合においても、この限りでない。 

（２）第２－２（３）要件②に該当する浴室については、入居者の性別等に配慮し、適切に浴

室が利用できるものであること。 

（３）各居住部分の界壁は、遮音性を高めるため建築基準法第 30 条に規定する遮音界壁とす

ること。 

 

(適用) 

第５ 本基準は、施行日以降に登録申請を受け付けたものについて適用する。ただし、施行日

までに既にサービス付き高齢者向け住宅に関する工事に着手し、または国のサービス付き

高齢者向け住宅整備事業補助金の採択通知を受けているものについて、この基準の規定に

適合しない部分がある場合は、当該部分に対して当該規定は適用しないものとする。また、

施行日以降に増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替えが行われる場合は、本基

準に適合するよう求めるものとする。 

附則 

この基準については、平成 27年４月１日から施行する。 

附則（平成 31 年３月 28日基準見直し） 

この基準の見直し部分（第２-１及び第４（１））については、平成 31（2019）年７月１日

から施行する。 

附則（令和４年８月 29 日基準見直し） 

この基準の見直し部分（第２-２並びに第４（１）及び第４（２））については、令和４（2022）

年９月１日から施行する。 


